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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第66期

第３四半期
連結累計期間

第67期
第３四半期
連結累計期間

第66期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日

自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 (百万円) 33,512 32,903 44,792

経常利益 (百万円) 4,142 2,729 4,792

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 2,777 1,635 2,966

四半期包括利益または包括利益 (百万円) 3,310 953 5,685

純資産額 (百万円) 58,717 60,198 61,099

総資産額 (百万円) 90,377 92,897 93,411

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 38.12 22.54 40.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 34.45 20.36 36.80

自己資本比率 (％) 64.9 64.7 65.4
 

　

回次
第66期

第３四半期
連結会計期間

第67期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日

自　平成27年10月１日
至　平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 21.91 5.78
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)等を適用し、第１四半期連結累計

　　　 期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。　

 
２ 【事業の内容】

　  当第３四半期連結累計期間において、当社および当社の関連会社において営まれている事業の内容に重要な変更は

  ありません。

　  また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、輸出や生産に弱さが見られたものの、企業収益や雇用環境

の改善が続き、緩やかな回復基調となりました。海外経済においては、米国や欧州では景気回復が継続しました

が、中国をはじめとする新興国経済の減速や原油価格の下落等により、世界経済は先行き不透明感が強まりまし

た。

このような情勢のもとで、当社グループは、グローバル市場で競争力と存在感のある企業を目指すべく、本年度

より「ＩＫＯ中期経営計画2017(ＣＨＡＮＧＥ ＆ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ)」に取り組み、事業拡大を図るとともに、

収益基盤強化のための諸施策を推進いたしました。

販売面につきましては、大韓民国、米国、ブラジル連邦共和国に新たな販売拠点を開設するなど、需要の拡大が

見込まれる海外市場を中心に販売網の拡充を図り、ＩＫＯブランドの浸透と販売拡大に注力いたしました。

生産面につきましては、生産子会社のIKO THOMPSON VIETNAM CO., LTD.において、生産品目の拡充・生産能力の

増強を図るともに、材料や部品等のグローバル調達を推進するなど、一層の価格競争力強化に傾注いたしました。

当社グループの営業状況をみますと、期初より需要は底堅く推移しておりましたが、昨秋以降、中国をはじめと

する世界的な景気減速による需要の縮小を受け、国内外ともに受注環境は弱含みとなりました。国内市場では精密

機械向け等は堅調に推移しましたが、輸送機器関連や代理店向け等が伸び悩むなど、前年同期の水準までには至り

ませんでした。海外市場においては、北米地域では輸送機器関連や精密機械向け等が好調に推移したほか、円安に

より売上高は増加いたしました。欧州地域ではユーロが前年同期に比べ円高となった影響もあり、総じて需要が低

迷いたしました。また、アジア地域では、新たに設立した大韓民国の販売子会社において、積極的な営業活動を展

開したことや円安効果等もあり、売上高は増加いたしました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ1.8％減の32,903百万円となりました。

収益面につきましては、減収のほか、中期経営計画の達成に向けた事業基盤拡大のための人員増強やシステム開発

費用等の販売費及び一般管理費が増加したことにより、営業利益は2,528百万円(前年同期比18.4％減)、経常利益

は2,729百万円(前年同期比34.1％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,635百万円(前年同期比41.1％減)と

なりました。

　また、当第３四半期連結累計期間における針状ころ軸受および直動案内機器等(以下「軸受等」といいます。)の

生産高(平均販売価格による)は30,675百万円(前年同期比9.3％増)となり、軸受等ならびに諸機械部品の受注高は

31,926百万円(前年同期比5.7％減)となりました。
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セグメントについて、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造販売を主な単一の事業として運営して

いるため、事業の種類別セグメントおよび事業部門は一括して記載しております。なお、部門別売上高では、軸受

等は28,806百万円(前年同期比2.2％減)、諸機械部品は4,096百万円(前年同期比1.0％増)となりました。

 

部門別売上高 　 　 　 （単位 百万円）

区   分

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

比 較 増 減（自 平成26年４月１日 （自 平成27年４月１日

至 平成26年12月31日） 至 平成27年12月31日）

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

　 　 % 　 % 　 %

軸受等 29,455 87.9 28,806 87.5 △648 △2.2

諸機械部品 4,057 12.1 4,096 12.5 39 1.0

売上高合計 33,512 100.0 32,903 100.0 △608 △1.8
 

 

(2) 財政状態の分析

資産合計は、前連結会計年度末に比べ514百万円減少し92,897百万円となりました。これは主に、有価証券2,699

百万円、たな卸資産1,520百万円、有形固定資産2,659百万円等の増加と、現金及び預金6,342百万円、受取手形及

び売掛金891百万円、投資有価証券243百万円等の減少によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ386百万円増加し32,698百万円となりました。これは主に、未払金1,730百

万円等の増加と、支払手形及び買掛金280百万円、未払法人税等396百万円、未払費用537百万円、退職給付に係る

負債180百万円等の減少によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ901百万円減少し60,198百万円となりました。これは主に、利益剰余金

134百万円、自己株式372百万円等の増加と、その他有価証券評価差額金240百万円、為替換算調整勘定404百万円等

の減少によるものであります。

 

(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課

題はありません。

なお、当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は、次のとおりであります。

 

①　基本方針の内容の概要

当社は、当社の企業価値が、「社会に貢献する技術開発型企業」という企業理念に基づいて、永年にわたり

蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展

に貢献することにより、株主の皆様共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えておりま

す。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20％以上に相当する議決権を有する

株式の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合

には、かかる特定の者またはグループは当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切である

として、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確

保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針といたします。

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

四半期報告書

 4/21



 

②　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組みの概要

当社は、平成27年５月11日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務お

よび事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、平成25年６月27日開催の当

社第64回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいたうえで継続していた当社株式の大規模買付行

為に関する対応方針につき、所要の変更を行ったうえで(以下変更後の対応方針を「本プラン」といいます)、

引き続き継続することを決議し、平成27年６月26日開催の当社第66回定時株主総会(以下「本定時株主総会」と

いいます)において株主の皆様のご承認をいただきました。また、当社は本プランの継続に伴い、独立委員会を

引き続き設置しており、独立委員会委員として、伊集院功、佐藤順哉、武井洋一、那須健人の４氏を選任いた

しました。

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載

の平成27年５月11日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部変更

および継続に関するお知らせ」をご覧ください。

（参考URL: http://www.ikont.co.jp/）

1)　本プランの目的

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮・交渉のた

めの期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断さ

れること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対して提示する

こと、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うことなどを可能とし、もって当社の企業価値

または株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現することを目的としています。

 

2)　本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続

(a)　対象となる大規模買付行為

次のアからウまでのいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為がなされ、またはなされようと

する場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

ア 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等の

買付けその他の取得

イ 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有

割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得

ウ 上記アまたはイに規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の

株主(複数である場合を含みます。以下本ウにおいて同じとします)との間で、当該他の株主が当該特定

の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株主

との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹

立する行為(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割

合の合計が20％以上となるような場合に限ります)

(b)　大規模買付者に対する情報提供要求

大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書および大規模買付情報を提

出・提供していただきます。
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(c)　取締役会評価期間の設定等

取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合

には、最長60日間、それ以外の場合には、最長90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企

業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から企図されている大規模買付行為に関して評価、

検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。

(d)　独立委員会の勧告および取締役会による決議

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、取締役会

がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されない場合

には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に対し

て、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されている場合で

あっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認められ

る者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他必要な決議

を行うものとします。なお、取締役会は、一定の場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問う

べく株主総会を招集することができるものとします。

(e)　対抗措置の具体的内容

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株予約権の無償割当てによるも

のを想定しておりますが、会社法その他の法令および当社の定款が取締役会の権限として認めるその他の措

置を発動することが相当と判断される場合には当該措置が用いられることもあり得るものとします。

 

3)　本プランの特徴

(a)　基本方針の制定

本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定したうえ

で、継続されたものです。

(b)　独立委員会の設置

当社は、本プランの必要性および相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措置を発

動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会

の勧告を最大限尊重するものとしています。

(c)　株主総会における本プランの承認

本プランにつきましては、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

(d)　適時開示

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、適時

適切な開示を行います。
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(e)　本プランの有効期間

本プランの有効期間は、原則として、本定時株主総会における本プランの承認時から本定時株主総会終了

後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結

時までとします。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の

議案が承認された場合、または取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランは

その時点で廃止されるものとします。

 

4)　株主の皆様への影響

(a)　本プランの効力発生時に株主の皆様へ与える影響

本プランの効力発生時には、新株予約権の発行自体は行われません。したがって、本プランが本プラン効

力発生時に株主の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

(b)　新株予約権の無償割当て時に株主の皆様へ与える影響

対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式１株当たりの価値

の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の法的権

利および経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、例外事由該

当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利または経済的利益に何らかの影響が

生じる可能性があります。

 

③　上記の取り組みに対する取締役会の判断およびその理由

当社は、前記②1)記載のとおり、本プランは企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上をその目的

としており、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主総会において本プランを廃止する旨の

議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆様の意思に

係らしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、2)大規模買付行為に関する評価、検

討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うにあたり、取締役会が独立した第三者的立場に

ある専門家の意見を取得できること、3)独立性の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に

際しては必ず独立委員会の勧告を経る仕組みとなっているうえ、独立委員会は更に独立した第三者的立場にあ

る専門家の意見を取得できること、4)対抗措置の発動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が

設けられていることなどから、当社は、本プランは当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を損なうもの

ではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は715百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 291,000,000

計 291,000,000
 

 

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在発行数
(株)

(平成28年２月10日)

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商

品取引業協会名
内容

普通株式 73,501,425 73,501,425
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株であります。

計 73,501,425 73,501,425 ― ―
 

（注）１　提出日現在発行数には、平成28年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。

　　　２　平成28年１月18日開催の取締役会において、平成28年４月１日(効力発生日)をもって、単元株式数を

1,000株から100株へ変更する旨を決議しております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年12月31日 ― 73,501 ― 9,533 ― 12,887
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成27年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成27年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

801,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

72,437,000
72,437 ―

単元未満株式
普通株式

263,425
― ―

発行済株式総数 73,501,425 ― ―

総株主の議決権 ― 72,437 ―
 

(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

２ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式は含

まれておりません。

 

② 【自己株式等】

平成27年９月30日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

(自己保有株式)
日本トムソン株式会社

東京都港区高輪２－19－19 801,000 ― 801,000 1.08

計 ― 801,000 ― 801,000 1.08
 

(注) １ 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。

２ 「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含めておりません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで)および第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 18,871 12,529

  受取手形及び売掛金 10,839 ※1  9,948

  有価証券 - 2,699

  商品及び製品 13,111 13,919

  仕掛品 9,327 9,773

  原材料及び貯蔵品 5,413 5,677

  その他 4,503 3,782

  貸倒引当金 △13 △25

  流動資産合計 62,052 58,305

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 8,850 10,418

   その他（純額） 9,447 10,538

   有形固定資産合計 18,297 20,957

  無形固定資産 1,320 1,824

  投資その他の資産   

   投資有価証券 9,995 9,751

   その他 1,803 2,117

   貸倒引当金 △58 △58

   投資その他の資産合計 11,740 11,810

  固定資産合計 31,358 34,591

 資産合計 93,411 92,897

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,368 7,087

  1年内償還予定の新株予約権付社債 - 4,999

  1年内返済予定の長期借入金 3,732 3,516

  未払法人税等 930 533

  役員賞与引当金 80 63

  その他 3,786 5,191

  流動負債合計 15,898 21,392

 固定負債   

  社債 5,000 5,000

  新株予約権付社債 5,000 -

  長期借入金 4,915 5,050

  退職給付に係る負債 333 152

  その他 1,164 1,102

  固定負債合計 16,412 11,306

 負債合計 32,311 32,698
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,532 9,533

  資本剰余金 12,886 12,887

  利益剰余金 33,966 34,100

  自己株式 △260 △632

  株主資本合計 56,125 55,887

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,634 3,393

  繰延ヘッジ損益 0 △0

  為替換算調整勘定 1,189 785

  退職給付に係る調整累計額 113 78

  その他の包括利益累計額合計 4,937 4,256

 新株予約権 - 18

 非支配株主持分 37 35

 純資産合計 61,099 60,198

負債純資産合計 93,411 92,897
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 33,512 32,903

売上原価 22,811 21,831

売上総利益 10,700 11,071

販売費及び一般管理費 7,603 8,543

営業利益 3,097 2,528

営業外収益   

 受取利息 28 16

 受取配当金 107 147

 為替差益 812 80

 補助金収入 200 83

 その他 107 83

 営業外収益合計 1,255 410

営業外費用   

 支払利息 99 88

 売上割引 83 78

 その他 27 42

 営業外費用合計 210 209

経常利益 4,142 2,729

特別利益   

 固定資産売却益 102 -

 投資有価証券売却益 12 -

 特別利益合計 115 -

特別損失   

 固定資産売却損 - 2

 特別損失合計 - 2

税金等調整前四半期純利益 4,257 2,726

法人税等 1,460 1,088

四半期純利益 2,797 1,638

非支配株主に帰属する四半期純利益 19 2

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,777 1,635
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 2,797 1,638

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 778 △240

 繰延ヘッジ損益 - △0

 為替換算調整勘定 △219 △408

 退職給付に係る調整額 △45 △35

 その他の包括利益合計 513 △684

四半期包括利益 3,310 953

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,287 955

 非支配株主に係る四半期包括利益 23 △1
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【注記事項】

(連結の範囲または持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった在外連結子会社については、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っておりましたが、連結財務情報の

より適正な開示を図るため、第１四半期連結会計期間より、IKO INTERNATIONAL, INC.、NIPPON THOMPSON

EUROPE B.V.、IKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.については決算日を３月31日に変更し、艾克欧東晟商貿(上海)有

限公司については連結決算日である３月31日に仮決算を行い連結する方法に変更しております。

　なお、これらの決算期変更に伴い、当第３四半期連結累計期間は、当該在外連結子会社の平成27年１月１日か

ら平成27年３月31日までの３ヵ月分の損益について利益剰余金で調整し連結しております。
 

 

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

 (会計方針の変更)

企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)、「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号　平成25年９月13日)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号　

平成25年９月13日)等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結

累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っておりま

す。
 

 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

有形固定資産の減価償却方法の変更

　有形固定資産の減価償却方法については、従来、当社では定率法を採用し、在外連結子会社では定額法を採用

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より当社の減価償却方法を定額法に変更いたしました。

　当社グループでは、当連結会計年度を初年度とする３ヵ年中期経営計画がスタートし、ベトナムでの追加的な

製造設備投資を中心としたグローバル生産の推進を計画しております。

　今後さらに海外における生産および販売が拡大し、グローバルな事業展開が加速する中で、日本とベトナムに

おいてバランスのとれた生産体制を構築し、需要の変動を相互に補完することにより、当社の有形固定資産は耐

用年数にわたり安定的に使用することが見込まれます。また、現在準備を進めている基幹システムの刷新も販売

予測の精度向上・製販連携の緊密化を通じて、国内の生産設備の安定的な稼働に寄与することが見込まれます。

これらを契機として、当社グループの有形固定資産の減価償却方法について見直しを実施いたしました。

　この結果、当社の生産設備は今後、より安定的に稼働することが見込まれ、第１四半期連結会計期間より連結

グループの会計方針を統一し、当社においても定額法を採用することが有形固定資産の使用実態をより適切に反

映するものと判断いたしました。

　これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は375百万円減少し、

営業利益が160百万円、経常利益および税金等調整前四半期純利益がそれぞれ161百万円増加しております。
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(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)

 税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 
 

 

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っ

ております。

(1) 取引の概要

「従業員持株ＥＳＯＰ信託」は、当社が「日本トムソン従業員持株会」(以下、当社持株会)に加入する従業

員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託(以下、信託口)を設定し、信託口は５年間にわたり当社

持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得し、その後毎月一定日に当社持

株会に売却するものであります。信託期間満了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる

従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る

場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加

負担はありません。

 
(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度208百万円、493千株、

当第３四半期連結会計期間155百万円、367千株であります。

 
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度200百万円、当第３四半期連結会計期間167百万円
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を

満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

受取手形 ― 83百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

減価償却費 1,946百万円 1,641百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 367 5.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日

平成26年11月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 367 5.00 平成26年９月30日 平成26年12月10日
 

 

２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 440 6.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日

平成27年11月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 472 6.50 平成27年９月30日 平成27年12月９日
 

 

２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が

当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益および算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日)

(1)１株当たり四半期純利益 38円12銭 22円54銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 2,777 1,635

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益(百万円)

2,777 1,635

 普通株式の期中平均株式数(株) 72,852,262 72,570,378

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 34円45銭 20円36銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

 普通株式増加数(株) 7,751,937 7,771,016

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

――――― ―――――

 

 

 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

平成27年11月９日開催の取締役会において、第67期の中間配当を行うことを決議しました。

中間配当金額総額 472百万円  

１株当たりの中間配当金   ６円50銭  

支払請求権の効力発生日
平成27年12月９日

 
および支払開始日  
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

EDINET提出書類

日本トムソン株式会社(E01631)

四半期報告書

20/21



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年２月４日

日本トムソン株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人　トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   城　　戸　　和　　弘　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   菱　　本　　恵　　子　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本トムソン株

式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から

平成27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本トムソン株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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